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①
職員本人から主治医に対して、診断書に長期療養を必要とする旨
のほか、必要な療養期間（見込み）を明記するよう依頼する。

② 主治医から職員本人に対して、診断書が発行される。

③ 職員から健康管理者に対して、診断書を提出する。

①
健康管理者は、職員の同意のもとに主治医と連携をとり、職員の回
復状態、今後の見込み等について情報収集を行うよう努める。

②
健康管理者は、あらかじめ主治医に対して、職場で必要とされる職
務遂行能力の内容や勤務条件制度等に関する情報を提供する。

③
健康管理医は、健康管理者と主治医との間で円滑な連携が図られ
るよう、専門家の立場から的確な支援を行う。

④
健康管理者は、必要に応じて職員本人、職員の家族、管理監督者
から情報収集をする。

⑤ 管理監督者は、健康管理者が行う情報収集に協力する。

⑥
職員は、事前に回復の状況等について健康管理者と事前に十分に
連絡を取り、また健康管理者が行う情報収集に協力する。

・　健康管理者は、療養期間中の職員との接触のタイミングについ
て、あらかじめ検討しておくことが望ましい。

・　（職員に接触することが望ましい結果をもたらすような場合）精神
的な孤独、職場復帰できるかという不安、今後のキャリア等で本人
が不安に感じていることに関して、十分な情報を提供する。また、健
康管理者等の異動についても遺漏なく周知しておくことが望ましい。

②
健康管理者は、主治医と連絡を取った上で、職員本人と接触をとる
ことが望ましい。

①

【各段階において各々が果たすべき役割】

職場復帰支援の流れ図

(3) 療養期間中の職

員との接触

(2) 受入方針検討前

までの情報収集

【療養期間中】

(1) 職員からの診断

書の提出
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【各段階において各々が果たすべき役割】

①
主治医又は健康管理医等により、職員の職場復帰が可能となる時
期が近いとの判断がなされる。（職員本人に職場復帰医師があるこ
とが前提）

② 職員は健康管理者に対して、主治医からの診断書を提出する。

③
健康管理者は、職員の職場復帰の時期、勤務内容、勤務時間等に
関し、受入方針作成の手続きを開始する。

① 健康管理者は、健康管理医等とともに職員と面談をする。

②
健康管理医等は、主治医とは異なる専門家の立場で職員の状況
等を判断する観点から、職員と面談をすることとする。

③
職員は、自身の回復の状況、復職後の職務内容の希望等につい
て、健康管理者と十分な連絡を取る。

④

健康管理者は、職員の同意を得て、主治医の意見等を聴取する。
その際、主治医に対して「職務遂行可能」という回復レベルで職場
復帰に関する意見を求めることが望ましい。また、フォローアップ期
間の目安について、主治医と連携を図ることにより、病態や病状に
応じて柔軟に定めることが望ましい。

⑤
健康管理者は、主治医からの情報提供を踏まえ、職場として、職員
の回復状況への評価を行う。

⑥ 健康管理者は、管理監督者の意見を聴取する。

⑦
管理監督者は、健康管理者に職場の状況等について説明するなど
協力する。

⑧ 健康管理者は、必要に応じ、職員の家族の意見を聴取する。

⑨
健康管理者は、上記④,⑥,⑧の意見聴取後に、健康管理医等の意
見を聴取し、職場復帰の可否の判断及び受入方針を決定する。

⑩
健康管理医等は、健康管理者が作成した受入方針を精査して必要
な意見を述べる。また、職場で求められる職務遂行能力を見極め、
主治医からの情報等に基づき、職員の回復度合を判断する。

(5) 受入方針に関す

る意見聴取、検討、

受入方針の決定

(4) 主治医等による

「職場復帰可能」と

の判断

【職場復帰前・受

入方針の検討】
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【各段階において各々が果たすべき役割】

①
健康管理者は、職員に受入方針を伝達する。その際、職員には、
受入方針に基づき着実に職場復帰を進めることが長期的、安定的
な職場復帰につながることを理解させる。

②
職員は、職場復帰についての職場の対応や就業上の配慮の内容
等について、主治医に的確に伝える。

①
健康管理者は、職員の同意を得た上で、管理監督者に対して、受
入方針、職員本人の意向、回復状態等の情報を周知するとともに、
必要に応じいつでも相談に応じる旨を伝える。

②
管理監督者は、円滑な職場復帰における自身の役割を認識し、職
場復帰の際の対応方法を健康管理者から確認し、着実に実施でき
るよう準備する。

③ 健康管理者は、主治医に対し、受入方針について情報提供する。

④
健康管理医等は、受入方針について主治医に対して情報提供を行
う際に、専門家の立場から健康管理者に対して協力する。

⑤
職員は、回復の状況、復帰後の職務内容の希望等について、健康
管理者と十分な連絡を取る。

①
職員は、健康管理者に対して、「試し出勤」の実施を文書で申し出
る。

②
健康管理者は、健康管理医等と協議しつつ、受入先職場の状況等
も踏まえ、「試し出勤」実施の必要性を判断する。

③
健康管理者は、主治医及び健康管理医等により、職員が復職可能
と考えられる程度に回復しており、「試し出勤」を行うことが職員本
人の療養を進める上での支障とならないとの判断を受ける。

④

健康管理者は、職員本人のほか健康管理医等、主治医及び管理
監督者の意見も踏まえて、「試し出勤」の実施プログラムをあらかじ
め作成する。その際、実施プログラムの実施担当者として、「試し出
勤」実施中の職員の状況を直接に管理する者を指名する。

(6) 決定された受入

方針の内容の伝達

(7) 受入方針実施前

の準備・啓発

※ 「試し出勤」を実

施する場合
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【各段階において各々が果たすべき役割】

⑤
健康管理者は、「試し出勤」実施に先立ち、受入先職場の管理監督
者及び他の職員に対して、「試し出勤」を実施する職員の回復状
況、「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知する。

⑥
健康管理者は、少なくとも１週間に１回、実施担当者及び職員本人
からプログラムの実施状況を確認する。

⑦
健康管理者は、上記⑥の後で、健康管理等の意見を踏まえて、必
要に応じてプログラム（実施日数、材長時間又は作業内容）の変
更、延長又は終了について判断する。

①

管理監督者は、受入方針に沿って、職場復帰した職員に対応する
とともに、受入方針が予定どおり実施されているか確認を行う。そ
の際、受入に好意的であることを示すほか、勤務状況、職場の人間
関係等が、職員にとってストレス要因となっている場合などは、調整
等を行う。

② 職員は、受入方針に沿って、対応する。

③
管理監督者は、職場復帰した職員への対応に関し、自分一人だけ
で判断することは避け、定期的に職員の状況等を健康管理者に報
告し、対応方針を確認する。

④
保健師等は、健康管理者及び健康管理医等と協力しながら、職場
復帰した職員に対するケアを行うことが望ましい。

⑤
職員は、職場復帰後も治療を続ける場合は、服薬等について主治
医等の指示に従い、回復に努める。

①
健康管理者は、受入方針が予定どおり実施されているかを確認し
ながら、職員の勤務状況、同僚との人間関係、心の健康の状況等
を、職員、管理監督者、主治医、職員の家族等を通じて把握する。

②
健康管理医等は、健康管理者が行う受入方針実施中の状況把握
に対して、専門家の立場から必要な協力を行う。

③
健康管理者は、管理監督者等の状況把握に努め、必要に応じ、管
理監督者等の負担の軽減等に配慮する。

(9) 受入方針実施

中の状況把握

(8) 受入方針の実施

【職場復帰後】

※ 「試し出勤」を実
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【各段階において各々が果たすべき役割】

①

健康管理者は、上記(9)①における受入方針実施状況の確認等の
結果、職員の回復、再発防止等に支障があると判断される場合等
には、必要に応じ、職員、主治医（職員の同意を要する）、管理監督
者の意見を聴取した後、受入方針の変更、管理監督者や同僚への
指示を行う。

②
健康管理医等は、受入方針の見直しを検討する際に、専門家の立
場から、健康管理者に対して必要な協力を行う。

③
職員は、自身の回復状態、仕事の困難さ、職場の人間関係等につ
いて、管理監督者、健康管理医等へ報告する。

④
管理監督者は、受入方針が予定どおり実施されていない場合等に
は、速やかに健康管理者に報告し、対応方針を確認する。

① 健康管理者は、職員に対して面接を実施する。

②
健康管理者は、上記①における面接結果を踏まえつつ、健康管理
医等を通じて主治医と連携を取りながら、適切な対応を検討する。

①
健康管理者は、職場復帰する職員への配慮や支援を行うことによ
り、管理監督者等に過度の負担がかからないように配慮することが
望ましい。

②
健康管理者は、管理監督者、同僚に対し、心の健康問題や、自殺
予防・対応に関する知識を含め、ラインケア、セルフケア促進のた
めの教育研修・情報提供を行う。

③
健康管理者は、職員の家族に対し、心の健康問題や職場復帰に関
する情報提供や相談対応など、職場として可能な支援を行うことが
望ましい。

④
保健師等は、健康管理者及び健康管理医等と協力しながら、受入
策の管理監督者や同僚に対する支援を行うことが望ましい。

(10)－２

職場復帰後に、

突発的な休業等

が職場復帰時に

想定していた程

度を越えるような

場合

(11) 管理監督者、同

僚等への配慮等

(10) 受入方針の評

価と見直し ○
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○ ○
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